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令和３年４月三木市教育委員会（定例会）会議録 

 

１ 開催日程 

 (1) 開  会  令和３年４月１６日（金）午後３時００分 

 (2) 閉  会  令和３年４月１６日（金）午後５時４０分 

 

２ 場  所   三木市役所 ５階 大会議室 

 

３ 議事日程 

 第 １ 会議録署名委員の指名について 

 第 ２ 出席者の紹介について 

第 ３ 会議録の承認について 

 第 ４ 会議の非公開の決定について 

 第 ５ 報告第１号 三木ホースランドパーク条例施行規則の制定につ

いて 

第 ６ 報告第２号 三木市教育委員会事務局組織規則の一部を改正す

る規則の制定について 

第 ７ 第１号議案 三木市立市民体育館等管理運営規則の一部を改正

する規則の制定について 

第 ８ 第２号議案 三木市教育委員会文書取扱規程の一部を改正する

訓令の制定について 

第 ９ 報 告 事 項 三木市指定文化財の指定について 

第１０ 報 告 事 項 三木市教育委員会顕彰規則に基づく被顕彰者の決

定について 

第１１ 報 告 事 項 各課（室）の所管事項について 

第１２ そ の 他  

第１３ 次回定例会の開催日程について 

 

 

４ 出 席 者 

教 育 長 （ 不  在 ） 

委員（教育長職務代理者） 石 井  ひろ美 

委 員 大 北  由 美 

委 員 實 井  政 治 
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委 員 中 嶋  直 裕 

 

５ 欠 席 者  なし 

 

６ 事務局出席者 

教育長職務代行者 教育総務部長 本 岡  忠 明 

教 育 振 興 部 長     横 田  浩 一 

教 育 総 務 課 長 五百蔵  一 也 

教 育 施 設 課 長 仲 谷    淳 

生 涯 学 習 課 長     河 端    康 

図 書 館 長 伊 藤  真 紀 

文化・スポーツ課長 金 井  善 純 

学 校 教 育 課 長 田 中  智 美 

教 育 セ ン タ ー 所 長 橋 本  泰 一 

学 校 再 編 室 長     鍋 島  健 一 

教 育 ・ 保 育 課 長 辻 田  政 顕 

教 育 総 務 課 係 長 丸 岡  ま や 

教 育 総 務 課 主 事     大 野  剛 史 

 

７ 傍 聴 者  ０人 

 

*************************************************** 

 

開  会 

教育長職務代理者が、令和３年４月三木市教育委員会定例会の開会を

宣言した。 

 

         *************************************************** 

 

 

日程第１ 会議録署名委員の指名について 

教育長職務代理者が、三木市教育委員会会議規則第２８条の規定によ

り、本日の会議の会議録署名委員に、大北委員と中嶋委員を指名した。 

 

 日程第２ 出席者の紹介について 
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   教育総務部、教育振興部の順で事務局職員が自己紹介し、次いで委員

が自己紹介した。 

 

 日程第３ 会議録の承認について 

教育長職務代理者が、令和３年３月定例会（１７日開催）、令和３年

３月臨時会（１０日開催）及び３月臨時会（２４日開催）の会議録につ

いて委員に諮り、全員一致で承認された。 

 

 日程第４ 会議の非公開の決定について 

   教育長職務代理者が、議事の進行について委員に諮り、公開で審議す

ることを決定した。 

 

日程第５ 報告第１号 三木ホースランドパーク条例施行規則の制定につ

いて 

〇五百蔵教育総務課長が次のように説明した。 

   三木ホースランドパーク条例施行規則の制定について、緊急を要した

ため、三木市教育委員会の権限に属する事務の一部の教育長への委任等

に関する規則第４条第３項の規定により臨時に代理したので、同条第４

項の規定により報告し、その承認を求める。 

   制定理由は、三木ホースランドパーク条例の一部を改正する条例が、

３月市議会定例会で議決されたことに伴い、新たに三木市教育委員会規

則を制定する必要が生じたためである。 

 

教育長職務代理者が、報告第１号について採決を行い、原案のとおり

承認された。 

  

日程第６ 報告第２号 三木市教育委員会事務局組織規則の一部を改正す

る規則の制定について 

  〇五百蔵教育総務課長が次のように説明した。 

   三木市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則の制定につい

て、緊急を要したため、三木市教育委員会の権限に属する事務の一部の

教育長への委任等に関する規則第４条第３項の規定により臨時に代理し

たので、同条第４項の規定により報告し、その承認を求める。 

制定理由は、制度改正等により、各課が所管する事務分掌の一部を改

めるためである。 
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   前回の協議からの変更点として、入所・給付係の「ア 就学前教育・

保育施設の確認に関すること。」について、就学前教育・保育施設につ

いては、認可権が県にあるため、「認可」を「確認」に変更した。また、

「家庭的保育事業者等」の認可についての記載がなかったため、「ケ 家

庭的保育事業者等の認可に関すること。」を新たに追加した。法律上、

「家庭的保育事業者等」とは、小規模保育事業所、事業所内保育事業所、

家庭的保育事業所及び居宅訪問型保育事業所を指すが、本市に存在する

のは、小規模保育事業所及び事業所内保育事業所のみである。 

 

教育長職務代理者が報告第２号について採決を行い、原案のとおり承

認された。 

  

日程第７ 第１号議案 三木市立市民体育館等管理運営規則の一部を改正

する規則の制定について 

  〇金井文化・スポーツ課長が次のように説明した。 

   三木市立市民体育館等管理運営規則の一部を改正する規則の制定につ

いて、三木市教育委員会の権限に属する事務の一部の教育長への委任等

に関する規則第２条第１項第２号の規定により、委員会の議決を求める。 

   三木市立市民体育館等設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例が、３月市議会定例会で議決されたことに伴い、規則の一部を改正す

る。 

併せて、三木市教育委員会公印規則の一部を改正する。現在、三木勤

労者体育センターは、指定管理者が管理しており、公印を使用していな

いため、「三木市立市民体育館長印」を廃止することについて、審議を

お願いする。 

 

教育長職務代理者が第１号議案について採決を行い、原案のとおり可

決された。 

 

日程第８ 第２号議案 三木市教育委員会文書取扱規程の一部を改正する

訓令の制定について 

  〇金井文化・スポーツ課長が次のように説明した。 

   三木市教育委員会文書取扱規程の一部を改正する訓令の制定について、

三木市教育委員会の権限に属する事務の一部の教育長への委任等に関す

る規則第２条第１項第２号の規定により、委員会の議決を求める。 
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三木市立市民体育館等設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例が、３月市議会定例会で議決されたことに伴い、三木市教育委員会文

書取扱規程の一部を改正する。 

 

   教育長職務代理者が、第２号議案について採決を行い、原案のとおり

可決された。 

 

 日程第９ 報告事項 三木市指定文化財の指定について 

  〇金井文化・スポーツ課長が次のように報告した。 

   三木市文化財保護条例第６条第１項の規定に基づき、三木市指定文化

財に指定したので、三木市教育委員会の権限に属する事務の一部の教育

長への委任等に関する規則第２条第２項第７号の規定により報告する。 

   文化財の名称は、与呂木古墳出土石枕で、種別は、有形文化財である。

与呂木古墳出土石枕は、石棺から取り外しができる単独の石枕であるが、

同様の石枕は県内では４例あり、東播磨では唯一のもので、考古資料と

して非常に価値が高い。指定年月日は令和３年４月１６日である。 

 

日程第１０ 報告事項 三木市教育委員会顕彰規則に基づく被顕彰者の決

定について 

  〇田中学校教育課長が次のように報告した。 

   三木市教育委員会顕彰規則第４条の規定に基づき、三木市教育委員会

被顕彰者を決定したので、三木市教育委員会の権限に属する事務の一部

の教育長への委任等に関する規則第２条第２項第４号の規定により報告

する。 

昨年度末に退職した教職員のうち、校長２人、主幹教諭並びに教諭の

うち勤続３０年以上である６人に対し、令和３年３月３１日に感謝状を

贈呈した。 

 

 日程第１１ 報告事項 各課の所管事項について 

  （１）教育施設課報告事項 

    〇仲谷教育施設課長が次のように報告した。 

     令和２年度の工事は、ほぼすべてが完了した。そのうち、みなぎ

台小学校スクールバス転回場整備工事については、完成したバス転

回場を利用し、スクールバスの運行を開始している。 

     口吉川小学校エレベーター設置等工事実施設計委託については、
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繰越工事としている。進捗状況は７０％で、夏休みを中心に工事が

できるよう進めている。 

 

  （２）生涯学習課報告事項 

    〇河端生涯学習課長が次のように報告した。 

     公民館事業として、３月２１日に東自由が丘１丁目自治会の集会

所であるやすらぎセンターで、日曜大工塾を開催した。 

     今後の予定として、４月２３日に「のびのびじゆうっ子教室」を

開催する。 

     公民館以外の事業として、４月１３日に令和３年度三木市高齢者

大学・大学院入学式を開催した。密を避けるため、来賓を招かずに

開催した。 

     今後の予定として、４月２２日に令和３年度第１回まちづくり担

当者会を開催する。 

 

  （石井教育長職務代理者）以前にもお願いしたが、所管事項の報告は、

事業の実施に当たり工夫した点や、次回に向け改善が必要な事項な

ど、資料に記載されていない部分の説明があれば、さらに議論も深

まると考えるので、お願いしたい。 

 

  （河端生涯学習課長）新たな取組ではないが、令和２年度は、新型コロ

ナウイルス感染症の影響により多くの事業が中止されたが、今年度

は、現時点においては、従来どおり実施できている。 

 

  （３）図書館報告事項 

    〇伊藤図書館長が次のように報告した。 

３月３０日に三木商工会議所青年部から絵本の寄贈を受けた。日

本商工会議所青年部が作成した『おかねってなぁに？』を５０冊い

ただいた。この絵本は経済の仕組みについて、子どもにも分かりや

すく解説されている。いただいた絵本は図書館の他、市内の小学校、

特別支援学校、幼稚園、保育所、認定こども園に配布する。 

今後の予定事業として、「レッツチャレンジ！えほんクイズ」を

４月２３日から５月１２日まで、吉川図書館で開催する。 

     ぬりえの配布を４月２３日から５月２６日に、中央図書館で行う。 

     えいごのおはなし会を５月１６日午後２時３０分から３時まで、
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吉川図書館多目的室で開催する。 

 

  （４）文化・スポーツ課報告事項 

    〇金井文化・スポーツ課長が次のように報告した。 

     実施した事業として、３月２４日に文化芸術賞表彰式を開催し、

令和２年度に文化芸術奨励賞を受賞した３人を表彰した。 

     今後の予定として、企画展「三木城の縄張り」を５月５日から７

月４日まで、みき歴史資料館で開催する。 

     三木合戦軍図絵解きを４月１７日に法界寺で開催する。教育委員

会の事業ではないが、歴史関連の催しであるため、この場で報告さ

せていただく。 

 

  （５）学校教育課報告事項 

    〇田中学校教育課長が次のように報告した。 

     着任式と始業式を４月７日に開催した。 

     入学式を小・中・特別支援学校で、資料に記載の日程で開催した。 

第１回定例校園長会を４月１３日に開催し、報告及び依頼を行っ

た。資料の補足として、１点目に、昨年度の問題行動の件数は減少

しているものの、臨時休校期間があったことを勘案すると、ほぼ横

ばいであることを報告した。２点目に、不登校の人数が増加してい

るため、今年度は、「学校ＩＫＯＫＡマニュアル」並びに「個別支

援シート」の活用により、不登校の事前防止と早期対応を依頼した。

３点目に、「確かな学力向上プロジェクト」について図で解説し、

今年度の学力向上に向けた取組として、１人１台のタブレット端末

並びに「みっきぃすてっぷ」の活用について説明した。４点目に、

教職員の服務規律の確保について、勤務時間の管理並びに行事及び

業務の見直しについて依頼した。 

     ４月１５日に予定していた教科・教科外研修部会については、参

加できない学校が生じたため、５月１０日に変更した。 

     今後の予定として、第１回同和教育伝承講座を５月１１日に開催

する。 

 

  （大北委員）「学校ＩＫＯＫＡマニュアル」の徹底と「個別支援シート」

の活用により、不登校の数を減らそうとすることは理解できる。し

かし、従来からの取組の強化だけではなく、新しい取組も加えた不
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登校対策も必要と考えるため、今後の取組に期待したい。 

     次に、「確かな学力向上プロジェクト」について、この事業名は、

現在、使用していないのではないか。「令和３年度三木市教育の基

本方針」では、「学力向上に向けた方策」という題名がついている。 

 

（横田教育振興部長）ご指摘のとおり、「令和３年度教育の基本方針」

の中では、「確かな学力向上プロジェクト事業」という文言は使用

していない。報告事項の中では、「令和３年度確かな学力向上プロ

ジェクト事業について」と記載しているが、校園長会では「令和２

年度確かな学力向上プロジェクト事業」について報告し、併せて「令

和３年度学力向上に向けた具体的な取組」について依頼したため、

報告事項の記載を訂正させていただく。 

 

  （大北委員）校園長会の内容が、毎年同じ事項を踏襲しているように見

受けられる。今年度は「確かな学力向上プロジェクト事業」の最終

年度であるとともに、新しいプロジェクトを推進するための準備期

間でもある。年度当初の校園長会では、令和２年度の振り返りの報

告に留まらず、振り返りを今年度にいかすための依頼をしていただ

きたい。 

     次に、業務改善の推進について昨年度も協議し、三木市独自の「令

和２年度 三木市における学校業務改善の推進について」を作成し

た。業務改善に限らず、方策を立てれば、その結果を検証する必要

がある。令和２年度の業務改善に関する取組について、成果と課題

を報告いただきたい。 

 

（田中学校教育課長）令和２年度の市全体の検証はできておらず、各学

校における検証に留まっている。昨年度は、学校業務改善推進委員

会を開催できなかったが、今年度は開催する予定であるため、それ

までには各学校の現状を調査し、成果と課題を基に検証する予定で

ある。 

 

  （石井教育長職務代理者）昨年度の協議の際に、「三木市における学校

業務改善の推進について」は、年度ごとに更新すると報告を受けて

いる。今回の校園長会では、令和３年度の業務改善についての説明

をされたのか。 
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  （田中学校教育課長）昨年度から変更した点があったため、令和３年度

の内容について説明を行った。 

変更点は、１点目に、文言中に「園」の記載が漏れていたため書

き加えた。２点目に、幼児・児童・生徒の指導に関する業務の中に、

「タブレット端末の活用による効果的な学習指導」を書き加えた。

３点目に、教職員の総業務量の削減の中に、「業務の精選、整理及

び外部人材の活用」を書き加えた。 

 

  （石井教育長職務代理者）今年度、学校業務改善推進委員会を再開する

とのことであるが、開催後には、協議の内容や検証結果などを教育

委員会定例会において報告いただきたい。 

 

  （大北委員）「三木市における学校業務改善の推進」について、昨年度

の協議の中では、園を含めないことになったと記憶している。「園」

とすると幼稚園の他に認定こども園も含まれ、業務内容などの取扱

いが異なるため、確認いただきたい。 

     もう１点として、点検・評価報告書の完成が、毎回、翌年度の９

月になっているが、年度内に点検できるものは早期に点検し、次年

度の取組に活かしていく必要があると考える。年度当初に新しい方

針等を打ち出そうとする時には、前年度のうちに課題を洗い出して

おく必要がある。今回であれば、学校業務改善推進委員会を受けて、

「三木市における学校業務改善の推進について」を示すのが筋であ

ると考える。令和２年度に示した「三木市における学校業務改善の

推進について」を受け、学校がどのような取組を行い、どのような

成果があったのかということを検証し、明確な根拠に基づき次年度

の取組を行っていただきたい。 

 

  （五百蔵教育総務課長）現時点において、令和２年度の点検・評価を今

年度の早い時期に完成させることは、困難な状況である。令和３年

度が計画の初年度となる「第３期三木市教育振興基本計画」の点検・

評価においては、進捗管理と並行して点検・評価を行うなど、でき

る限り早い時期に当該点検・評価の結果を出し、それを次年度の取

組に活用できるよう、手法を検討したい。 
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  （大北委員）点検・評価の時期の見直しに当たっては、事務量が大幅に

増大することのないよう無理のない範囲でお願いしたい。 

     業務改善の推進については、学校に少し調査をかければ可能であ

ると考える。校園長会や研修会で意見を聴取するだけでもよいと思

う。現場の意見が、教育委員会に確実に届くようにしていただきた

い。 

 

  （横田教育振興部長）業務改善については、学校長の面談の際に意見交

換を行っており、これらの客観的なデータも活用しながら進めてい

きたい。 

 

  （鍋島学校再編室長）「三木市における学校業務改善の推進について」

に、園を加えた経緯について説明する。令和元年の「公立の義務教

育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」（以下「給特

法」という。）の改正を受け、昨年度、「教育職員の業務の量の適

切な管理に関する措置等を定める規則」（以下「規則」という。）

及び「三木市立学校園の教育職員の業務量の適切な管理その他教育

職員の健康及び福祉の確保を図るために実施すべき措置に関する方

針」（以下「方針」という。）を策定した。この規則と方針の適用

を受けるのは、給特法が適用される教育職員で、本市においては、

小学校、中学校、特別支援学校及び幼稚園の教育職員となるため、

規則及び方針において、学校園としている。しかしながら、年度当

初に示す「三木市における学校業務改善の推進について」には、園

の要素を入れていなかったため、今年度から園を含んだ内容に改め

ている。 

 

  （６）教育センター報告事項 

    〇橋本教育センター所長が次のように報告した。 

     ３月１８日にアカウント等の年次移行に関する説明会を実施した。

２５人の教員に対して、オンラインで研修を行った。 

教育相談について、昨年度と異なる点として、ＩＣＴを使用した

学習指導に関する相談や、ＩＣＴトラブルについての相談が増加し

ている。その大部分が、教員からのタブレット端末の設定に関する

不具合や機器等の不具合に関する問い合わせ、もしくは破損修理な

どの依頼であった。 
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     今後の予定として、４月１４日から不登校対策適応教室を開始す

る。 

     青少年センターが実施したネット見守り隊活動については、問題

事案の報告はなかった。 

 

  （石井教育長職務代理者）ＩＣＴのトラブルに関しての問い合わせが増

加していることについて、春休みに子どもたちがタブレットを家庭

に持ち帰り、使用方法等について教員を通じて教育センターに相談

した件数と、教員が直接教育センターに相談した件数とは、区別さ

れているのか。 

 

  （橋本教育センター所長）学校に子どもたちが問い合わせた件数は把握

していない。春休みにタブレットを持ち帰り、子どもたちが使用し

ていた学校もあるが、大きなトラブルはなかった。 

 

  （７）学校再編室報告事項 

    〇鍋島学校再編室長が次のように報告した。 

     吉川小学校区統合準備委員会を開催した。これまで東吉川小学校

を含んだ４小学校で、吉川小学校の骨格となることなどを決定して

きた。このたびの準備委員会で、東吉川小学校の統合について協議

する東吉川小学校統合準備部会を発足することに承認をいただいた。

その中で、東吉川小学校の統合に向け、交流事業やバスの見守りな

どの細部について検討していく。 

     閉校する学校の引越について、約１０か月間にわたり備品の整理

等行ってきたが、無事に終えることができた。 

     ４月７日に吉川小学校及び緑が丘中学校で開校式を開催し、神戸

新聞にもその様子が掲載された。中学校は４月９日から、小学校は

４月１２日から本格的に学校生活がスタートしている。 

     今後の予定として、東吉川小学校統合準備部会は、新たなＰＴＡ

役員や評議員などが決定した後に、できる限り早期に開催していき

たいと考えている。 

 

  （大北委員）統合先の学校への通学について、もう少し詳しく説明して

いただきたい。 
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  （鍋島学校再編室長）吉川小学校については、旧中吉川小学校及び旧上

吉川小学校の子どもたちを６台のバスで学校まで運んでいる。その

６台のバスについて、旧中吉川小学校のすぐ前にある旧吉川幼稚園

の跡地を起点として運用している。それぞれ２月にリハーサルを行

った。４月に入ってからは、登校時には全てのコースのスクールバ

スに教員が同乗するとともに、教育委員会からも指導主事等が２週

間に渡り支援した。乗り遅れや車内での問題等は発生していない。

下校時も同様に、教員が同乗している。 

     志染地区の子どもを緑が丘中学校に運ぶバスについて、志染地区

の子ども３１人の内２２人は、デイサービスセンター志染に自転車

で集合し、バスに乗り換えて登校している。残りの９人は、自転車

で直接緑が丘中学校まで通学している。バス通学については、中学

生であるため、自主的に集合して乗車し、問題なく緑が丘中学校ま

で運行できている。また自転車通学についても、教員が要所に立ち、

指導しているため、問題は発生していない。 

 

  （８）教育・保育課報告事項 

    〇辻田教育・保育課長が次のように報告した。 

     実施した事業として、３月はそれぞれの園所において、修了式や

卒園式等を開催した。上の丸保育所では、３月２７日に閉所式も兼

ねて開催した。 

     みきっ子未来応援協議会全体会を３月２２日に開催し、就学前教

育・保育部会からの報告を行った。報告の内容については、就学前

児童の人口推移や就園児童数の現状及び今後の方向性について説明

し、委員から意見をいただいた。併せて、志染保育所の存続に関す

る就学前教育・保育部会における意見や、よかわ認定こども園の民

間運営についての進捗状況について報告した。 

     ４月はそれぞれの園所において、入所式・入園式を開催した。 

今後の予定として、新型コロナウイルス感染症の影響により昨年度

から延期していた２園の実地監査を５月１１日に実施する予定であ

り、これをもって令和２年度に予定していた実地監査はすべて完了

となる。 

 

 日程第１２ その他 

  （石井教育長職務代理者）吉川小学校のバスの運行状況や通学路の状況
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について、教育委員が現地見学に伺える機会を設けていただきたい。 

 

  （大北委員）子どもたちが、統合して良かったと思えるような統合にし

ようという合言葉が当初からあった。子どもたち、教職員、保護者

及び地域の方々からご意見を伺い、教育委員会として統合の成果を

検証することが非常に重要である。 

     そして、次の統合に向け、今後、統合校の不安が少しでも軽減さ

れるよう、検証結果に基づき、さらに研究を重ねていく必要がある

と考える。 

 

  （鍋島学校再編室長）統合前に、子どもたちに今の気持ちについてのア

ンケートを行った。その中で、不安なこと、楽しみなことを掴みな

がら様々な取組を行った。そのため、いずれかの段階で、学校と協

議しながら、統合後の子どもたちの気持ちを聴き取る必要があると

考えている。そして、保護者との意見交換会において、卒業時、あ

るいは、大人になってからの長い期間での統合の評価の聴き取りも

必要ではないかという意見もあったため、検討したい。 

 

  （大北委員）子どもたちの気持ちも大事にしなければならないが、学力

等にも視点を当てていただきたい。統合したことによりできるよう

になったことや、考え方が広がった、深まったなど、生きる力に繋

がる変容が見て取れる教育のめざすところについて、分かるような

調査を実施していただきたい。 

 

  （石井教育長職務代理者）保護者の皆様に、統合して良かったと安心し

ていただくため、懇談会等で検証や調査したことを、保護者にも報

告していただきたい。 

 

  （鍋島学校再編室長）関係学校の教員と相談しながら検討したい。 

 

 日程第１３ 次回定例会の開催日程について 

   教育長職務代理者が、次回の教育委員会定例会の開催について諮り、

令和３年５月１９日午後３時から開催することを決定した。 
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*************************************************** 

 

 

 閉  会 

   教育長職務代理者が、令和３年４月三木市教育委員会定例会の閉会を

宣言した。 
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【令和３年４月三木市教育委員会定例会会議録】 
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